
令和２年４月 30 日 

保護者の皆様                               
南砺市立福光東部小学校 
校  長 前 田 佳 弘 

学校の臨時休業期間の延長の対応についてのお知らせ 

 
本日、市の新型コロナ感染症対策本部会議において 5 月 31 日（日）までの臨時休業期

間の延長が正式に決定しましたので、お知らせいたします。保護者の皆様には、多大なご
心配、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力いただきますよう、お願いいたします。 
 
１ 臨時休業期間について 
・市内小中学校の臨時休業を５月３１日（日）まで延長します。 
 
２ 家庭への配布物について 
 〇配 布 方 法   学校へ取りに来てください。 
〇配 布 期 日   5 月 7日（木）、8 日（金）の内いずれかの日 

大型連休中の課題を回収し、今後の課題を配布いたします。 
〇配 布 時 間   ７：００～１９：００ 

 〇配 布 場 所   児童玄関 
 〇受け渡し方法  学習済みの課題を児童玄関入り口に置かれている各学級のかごの中 

に入れ、お子さんの下足箱にある課題を受け取ってください。 
相談等あればお伺いいたします。 

 〇配  布  物  ・課題、お便り等 
・アサガオの栽培セット、粘土セット（1年生のみ） 

・「体温チェックの表」（５月１１日からの分） 

 
３ 臨時休業期間中の登校日の実施について 
・感染防止のため、全校を「吉江（北）・北山田」と「吉江（南）・山田」の２グループに
分けた分散登校を行い、少人数での学習を行います。 

・朝は集団登校とし、14:30に集団下校します。（下校バス 14:40発） 
・5/７・8日に受け取った課題や、時間割の学習用具・弁当(水筒)を持ってきてください。 
・登校を強制するものではございませんので、保護者のご判断で登校されなくてもかま
いません。登校されない場合は、7:45～8:00の間に学校へご連絡ください。 

【登校日・登校地区】 

月／日 

（曜日） 

   5/14(木) 5/15(金) 

5/18(月) 5/19(火) 5/20(水) 5/21(木) 5/22(金) 

5/25(月) 5/26(火) 5/27(水) 5/28(木) 5/29(金) 

登校 

地区 

吉江（北） 

北山田 

吉江（南） 

山田 

 吉江（北） 

北山田 

吉江（南） 

山田 

【登校地区の内訳（校外児童会）】 

※ 登校日が実施できない場合は、前日の 17:00までに学校・市教育委員会のホームペー
ジ、緊急メールにてお知らせします。（ホームページをこまめにご確認ください。） 

登校地区 吉江（北）・北山田 吉江（南）・山田 

校外 
児童会 

荒木町、角田町、角田、吉江中、遊部田
中、一日市、宗守、鍛治、徳成、 
東殿、高畠、白鷺、上村、出村、安丸久

戸、中筋、在房、神成、梅野(バス)校区外 

荒木１～１０、下野、小林、 
高宮（徒歩・バスとも）、大塚、
旭ヶ丘、天池、山田新、縄蔵、 

赤坂、出村、吉江野、竹林 



※ 登校日が実施できない場合は、前日の 17：00までに学校および市教育委員会のホー

ムページに掲載いたしますので、こまめに確認してください。 

 

 

※ 感染状況から登校日の実施ができないと判断される状況になった場合は、毎週木・

金曜に５月７日、８日と同じ方法で家庭学習の回収と配布を行います。 

 

４ 学校での児童受入れについて 

 ・真にやむを得ない事情がある場合に限り、学校での児童受入れを実施します。 

感染拡大防止のため、ご勤務先やご親族ともよくご相談いただき、児童は

できるだけ自宅で過ごすよう強くお勧めします。 

・児童受入れは平日（月～金曜日）の午前８時１５分から午後２時３０分までです。 

・５月１日（金）16:45 までに別紙「申込み用紙」を学校に提出してください。 

・東部っ子・げんきっ子クラブの利用については、必ず学校とは別にお申し込みく 

ださい。学校より付き添って移動しますので、「申込み用紙」には、その旨が分か 

るように記載してください。 

 

５ 家庭訪問について 

 ・原則、家庭訪問は実施しません。 

  ※ただし、必要と思われる児童については、家庭訪問を行う場合もあります。 

 ・児童の状況を適宜電話で確認いたします。 

 

６ その他 

・児童には「体温チェック表」を配付します。感染防止のためご家庭でご活用ください。 

・上記の登校日に図書コーナーの本を貸し出します。積極的に読書に親しんでください。 

・ご家庭においても「３密」・不要不急の外出をさける等、感染症の拡大防止にご協力を

よろしくお願いします。 

・６月１日（月）から学校を再開する場合は、給食を実施いたします。 

・６月１日（月）から学校を再開できない場合は、事前に学校・市教育委員会ホームペー

ジに掲載いたします。 

・保育園・小学校・中学校のグラウンドや遊具等を含め、市内公共施設の使用は禁止さ

れています。ご理解とご協力をお願いいたします。 


